
【報告】

１．はじめに
わが国における医療の「安全」検討の発端は、平成11
年の患者取り違え事件である。同年、薬剤を取り違え静
脈投与したことによる患者死亡事件も発生した。厚生労
働省は、平成13年を患者安心推進年とし、医療安全推
進室が設置された。
看護における「安全」は、従来から、看護を提供する
際の必須要件として位置づけ、追究されつづけている。
看護基礎教育においては、平成21年には保健師助産師
看護師養成所指定規則改正により、統合分野が創設され、
「看護の統合と実践」に「医療安全の基礎的知識を含む内
容とする」ことが示された。さらに、平成23年の大学

における看護系人材養成のあり方に関する検討会最終報
告 1）では、修得すべき看護実践能力の1つとして「安全
なケア環境を提供する能力」が位置づけられた。卒後教
育においても、平成21年の保健師助産師看護師法及び
看護師等の人材確保の推進に関する法律の改正により、
新人看護職員研修が努力義務化され、「新人看護職員研
修ガイドライン（改訂版）」2）の基本方針の1つに「医療
安全の確保」が挙げられている。
医療安全教育の方法に関する先行研究には、事故報告
書・ヒヤリハット報告書の活用、危険予知トレーニング
（KYT）などの報告 3）-9）があり、これらの医療安全教育に
関する取り組みの目的は、「リスク感性（risk sensitivity）」
の発達を促すことである。このリスク感性について看護
学教育や研究で言及されるようになったのは、平成13
年頃であり、定義は「リスクを察知して自然に安全行動
が取れるような感覚」10）である。その後、看護師および
看護学生のリスク感性の評価法が開発されている 11）12）。
リスク感性に関する先行研究は、リスク感性の発達を
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知する力と違和感の共有化をはかり、問題行動という見方ではなく、患者の立場に立った事象の見方と、リ
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３．研究方法
３．１　対象者の選定

A県内B地区にある50床以上の精神科病院及び精神
科病床を有する病院の中で、本研究目的に賛同の得られ
た7病院に勤務する看護師のうち、リスク感性の高い看
護師として、「ヒヤリ・ハット報告件数が少なく、かつ、
リスクを感じた経験のある看護師」を各病院1～2名に
限定し、選定した。ヒヤリ・ハット報告件数が少ないと
いうことは、事故を未然に防ぐことができているという
ことであり、そこにはリスク感性が働いていると考えた。
また、客観的な立場として看護部門の責任者に選定を依
頼した。
対象者へのアクセスは、①対象となる病院の看護部門
の責任者に、本研究について説明し、②協力の得られた
施設の看護部門の責任者に対象者を選定・紹介をうけ、
③研究者から本研究について説明し、口頭と書面で同意
を得た9名である。

３．２　方法
精神科看護師のリスク感性の発達過程と構成要素につ
いて、看護師の認知をもとに抽出することから、質的記
述的研究とした。
データ収集は、病院組織と関係のない研究者によるイ
ンタビューガイドを用いた半構造化面接を実施した。1
人の面接時間は概ね60分程度とし、プライバシーの守
れる環境で、個別に行った。面接内容は、許可が得られ
た場合、電子録音をし、必要時メモを取った。
面接内容は、1.日ごろリスクを察知するために気をつ
けていること2.気をつけたことにより事故防止できた
実感3.リスク回避行動が取れるようになった時期4.看
護実践におけるリスクを察知するための工夫5.4.のきっ
かけ6.印象に残るリスク場面7.精神科で事故の多い転
倒転落、暴力、誤飲・窒息、ルートトラブル、誤薬、離
院、自傷行為場面におけるリスク回避のための工夫8.
その他、以上8項目とした。
対象者の背景を明らかにする目的で、基本情報として、
看護基礎教育機関、看護師経験年数、精神科経験年数、
現在の勤務環境（閉鎖病棟・開放病棟および一般病床・
療養病床）、危機管理に関する教育機会の有無と内容に
ついて、はじめに質問した。

３．３　倫理的配慮
面接調査に関しては、千葉科学大学「人を対象とする
研究に関する倫理審査委員会」において「承認」の判定
を受けた（承認受付番号28-6）。面接調査にあたっては、
調査目的、方法、内容、期間、依頼の理由、研究に伴う
危険や不快、参加の任意性、研究成果の公表、健康被害
を生じた場合の対応、研究終了後の対応、問い合わせ先

促す教育方法に関する研究、リスク感性の高い看護師の
臨床経験との関連に関する研究 13）-15）などがある。リス
ク感性は、教育的取り組みにより育まれる面と、日々の
看護実践の中で育まれていく面があることが示唆されて
いる。また、岩本ら 16）によれば、リスク感性の必要な
コンピテンシーの要素として「安全策の多角的判断」「臨
床現場における不確実性の認識」「変化への機敏さ」など
11の要素が示されているが、調査対象が一般科看護師
10名と少なく、リスク感性の構成要素については、検
証を積み重ねることが必要な状況である。
精神看護が行われる場には、精神保健および精神障害
者福祉に関する法律（以下、精神保健福祉法）による閉
鎖的な治療空間や強制的な入院といった特殊性がある。
精神機能の障害は、その人の生活上の障害として現れる
ことが多々あることから、治療効果・病状の良否は、生
物学的な検査結果よりも日常生活行動、対人関係など生
活場面での観察ならびに本人の思い、考えなどが重視さ
れる。医療職、とりわけ日常生活場面を共有する看護師
の判断は、治療効果の大きな判断基準となる。また、精
神障害者の中には、病状から自身を傷つける、もしくは、
他者に危害を与えるなどのリスクを有する者もいる。こ
のリスクの判断も、医療者の実践経験の中で育まれた経
験知からの主観的観察に依拠するところが多く、日常生
活場面で接触の多い看護師一人ひとりのリスク感性の高
低が、患者の安全・保護に大きく影響を及ぼすと考えら
れる。しかし、精神科におけるリスク感性の研究は、平
成13年以降の医学中央雑誌WEBにより「精神科」、「リ
スク感性」をキーワードとして検索しても、精神科閉鎖
病棟の看護師16名を対象にリスク感性とラダーステー
ジ、経験年数、勤務形態との関連を調査したもの 17）の
みであり、リスク感性が教育的・実践的取り組みによっ
て育まれるといわれている中で、精神科看護師のリスク
感性の発達過程と構成要素は検索できなかった。
そこで本研究では、精神科看護師のリスク感性の発達
過程ならびにリスク感性
の構成要素を明確化する。

２．用語の定義
２．１　リスク感性
本研究におけるリスク感性は釜の定義と同じく「リス

クを察知して自然に安全行動が取れるような感覚」18）と
する。

２．２　看護師
本研究においては、正看護師の資格をもつ者を指す場
合は、「看護師」、資格に関わらず看護職としてある者を
「看護者」とする。
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《看護基礎教育》《精神看護初心者時代のリスク教育》《リ
スク感性のモデルとなる存在》が含まれる。
《看護基礎教育》は、「学生のときに科学的根拠って言
われて、形は違うけど、行動の裏には何かあると考える
ようになった」のように、看護基礎教育で学習したこと
がリスクの原因を考えようとすることつながっているこ
とにより抽出された。
《精神看護初心者時代のリスク教育》は、「一般科と同
じような患者みたいな形の接し方は危険、そういうこと
を（精神看護の初心者に）教える必要がある」のように、
精神科特有の患者との関わり方を精神看護の初心者に指
導する必要性により抽出された。
《リスク感性のモデルとなる存在》は、「『あ、この人い
いな』っていう先輩についてくというか、後ろ姿を見た
り」のように、看護実践をする中でリスク感性のモデル
になる看護者の姿に触れることや、「いろんな、こうい
うときはこうした。ああしたっていうのを教えてもらっ
た」のように、先輩看護者などから事故防止策について
直接的具体的なアドバイスを受けることにより抽出され
た。

４．１．２　カテゴリ2　【事象に潜むリスクを見出し、
実践を通して試行錯誤を繰り返す】
【事象に潜むリスクを見出し、実践を通して試行錯誤を
繰り返す】は、3つのサブカテゴリから構成されている。
サブカテゴリには、《印象に残る自他の事故の体験から
の学び》《看護実践において常に試行錯誤する意識と行
動の維持》《リスクを見出す力を磨く行動》が含まれる。
《印象に残る自他の事故の体験からの学び》は、「1年目
のとき、患者さんに距離感を詰め過ぎて殴られて、幸い
大きな怪我はなかったけど」、「他の病棟のインシデント
も気にして見る。もしかしたらこういうことがおきるか
もしれないからと注意してます」のように、自分自身が
体験した事故や他者が体験した事故を見たり聞いたりす
ること、「カンファレンスよりも、雑談の中で（事故の
話が）出てくる」、「夜勤中に『今はこうだけど、昔は、
もっとこうだった』っていう話を聞く」のように、スタ
ッフ同士で事故に関して話題にすることが日常的になさ
れていることにより抽出された。
《看護実践において常に試行錯誤する意識と行動の維
持》は、「患者さんとのつき合いの中で得たものを、情
報として、『こうするんじゃないか』とか、だから、『こ
うしてみようか』とか」のように、看護実践に対する患
者の反応をもとに、リスクを低減する関わりについて検
討し実践を繰り返すこと、「その人自身の考え方ってい
うか、価値観っていうか（中略）私は、小さな失敗でさ
えも、本来ならない方がいい。確認によって起こらなく
て済むのであれば、どうしても（確認は）必要」のように、

について、口頭と文書にて説明し、同意書を交わした。

３．４　分析方法
語られた内容、つまり、電子録音をもととして逐語録
を作成し、逐語録を繰り返し読み、リスク感性の発達過
程と構成要素について記述されている場面を抽出し、一
文脈を一記録単位として意味内容を変えずに要約し、1
コードとした。コードの意味内容の類似性に従い、サブ
カテゴリ、カテゴリへと抽象化をはかった。リスク感性
の発達過程は構造化をはかった。なお、カテゴリ化・構
造化にあたっては、研究者間で合意が得られるまで検討
した。

３．５　面接期間
平成28年8月～12月

４．結果
研究対象者の性別は、男性4名、女性5名であった。
職位は、師長3名、主任2名、臨床指導者2名、病棟ス
タッフ2名で、看護基礎教育機関は、3年課程4名、進
学課程5名であった。看護師経験年数は12～33年（平
均22.4年）で、10～15年未満2名、15年～20年未満2
名、20年～25年未満1名、25年～30年未満2名、30年
以上2名であった。精神科経験年数は8～25年（平均
16年）で、10年未満2名、10～15年未満2名、15年～
20年未満2名、20年～25年未満2名、25年～30年未満
1名であった。対象者9名のうち7名は、「重大事故の直
接的な体験はない」と語っていた。
面接時間は34～63分（平均49分28秒）であった。
語りの分析より、総コード数は857で、『リスク感性
の発達過程』は、10のカテゴリから4つのカテゴリが抽
出された（表1参照）、『リスク感性の構成要素』は、14
のカテゴリから6つのカテゴリが抽出された（表2参照）。
以下、サブカテゴリは《》、カテゴリは【】で示す。

４．１　リスク感性の発達過程
精神科看護師のリスク感性の発達過程は、4つのカテ

ゴリから構成されている。
カテゴリには、【精神看護におけるリスク感性の初期
教育】【事象に潜むリスクを見出し、実践を通して試行
錯誤を繰り返す】【リスク感性を発揮して看護実践をし
つづける】【仲間に支えられているという実感】が含まれ
る（表2）。

４．１．１　カテゴリ１　【精神看護におけるリスク感性
の初期教育】
【精神看護におけるリスク感性の初期教育】は、3つの
サブカテゴリから構成されている。サブカテゴリには、

― 221 ―

精神科看護師のリスク感性の発達過程とリスク感性の構成要素の明確化



やります。（ナースステーションに）こもってる感じじ
ゃない」のように、職位に関わらず、看護実践を継続し
つづける行動や、「環境面で管理者は見ていかないと」
のように、自らの立場に応じたリスクの視点を意識して
いることにより抽出された。
《リスクを防ぐ看護実践の効果を実感》は、「前もって、
『あ、何か、この人』っていったときに、早めにお薬飲
んでとか、話聞いてとか、何か対応をそのときにしとい
たから『ああ、よかったね』っていうようなところは、
たくさんある」のように、リスク感性を働かせて対処し
たことにより事故を防ぐことができた実感や、「（リスク
の高い患者のケアをしている時に）いろんなことがあっ
て、ある意味、緊張感もあったけど、楽しく仕事をして」
のように、リスクの面では緊張感を伴いつつも日々精神
看護に楽しさを見出し、やりがいを持ちつづけられてい
ることにより抽出された。

４．１．４　カテゴリ4　【仲間に支えられているという
実感】
【仲間に支えられているという実感】は、1つのサブカ
テゴリから構成されている。サブカテゴリには、《仲間
に支えられているという実感》が含まれる。
《仲間に支えられているという実感》は、「（リスクの高
い患者のケアをしている時に）ナースコール鳴らしたら、
ぱーっとスタッフが全部来てくれた。拘束も何もせずに、
患者は落ちついた」のように、スタッフ同士がリスク感
性を共有していたことの確認と、その場での協力した行
動がはかれた体験により抽出された。

４．２　リスク感性の発達過程の構造モデル
リスク感性の発達過程について、抽出された4つのカ
テゴリの関連性を検討した。リスク感性の発達の基礎は、

試行錯誤しながら慎重に行動することにより抽出された。
《リスクを見出す力を磨く行動》は、「ここで育った看
護師と、（他の施設の）経験のある看護師は全然違う」、「精
神だけじゃなくて、一般病院の方の経験も積んでれば、
ある程度、気づく点は、早いかなとは思います」のよう
に、他の精神科病院や一般科の看護の経験の有無がリス
クのとらえ方に影響すること、「経験だけではリスクは
回避はできないので。知識を深めるために、精神科だけ
じゃなくて、いろんな勉強会、参加してます」のように、
リスク感性を高めるために幅広く学ぼうとする行動によ
り抽出された。

４．１．３　カテゴリ3　【リスク感性を発揮して看護実
践をしつづける】
【リスク感性を発揮して看護実践をしつづける】は、3
つのサブカテゴリから構成されている。サブカテゴリに
は、《自らがモデルとなる立場での看護実践》《現場に必
要なリスク感性を維持するための行動》《リスクを防ぐ
看護実践の効果を実感》が含まれる。
《自らがモデルとなる立場での看護実践》は、「（リスク
場面で患者と関わり、患者に言動の理由を聞き）『こう
いう理由があって、こうしたみたいよ』（とスタッフに
伝えるとスタッフは）『ええっ、そうなんだ』」、「（ヒヤ
リハット報告書を率先して出し、スタッフから）『ああ、
こういう見方もあるんだ』と言われる」のように、患者
対応の見本やリスク場面のとらえ方をスタッフに示した
りする行動をとるようになること、「学んだこと、体験
談を、話すことは十分ある。立場上、もっと病棟でもし
なきゃいけない」のように、自らの立場が、スタッフに
リスク教育を行うことを求められていることを自覚して
いることにより抽出された。
《現場に必要なリスク感性を維持するための行動》は、
「（管理職になってからも）毎日（ベッドサイドケアを）
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いう実感】を繰り返し経験することにより、精神科看護
師のリスク感性は、さらに発達を遂げ、初心者へ自らの
体験を話す立場へと成熟していく。これらの関連性を図
に表し、リスク感性の発達過程の構造モデルを作成した
（図1）。

４．３　リスク感性の構成要素
精神科看護師のリスク感性の構成要素は、6つのカテ

ゴリから構成されている。
カテゴリには、【リスクがある中にいるという自覚】【リ
スクを推察する力】【リスク対策に完璧はないという意
識】【自分で確認する習慣】【事故防止できるマンパワー
か否かの査定】【意図的なリスク回避行動】が含まれる
（表2）。

４．３．１　カテゴリ1　【リスクがある中にいるという
自覚】
【リスクがある中にいるという自覚】は、2つのサブカ
テゴリから構成されている。サブカテゴリには、《リス
クがある中にいるという自覚》《事故発生時の迅速な対
応》が含まれる。
《リスクがある中にいるという自覚》は、「暴力を振る
う精神状態があった人だということ（意識）は、常に持
ってます」、「（暴力行為がある患者が）病棟にいるのと

【精神看護におけるリスク感性の初期教育】がある。こ
の初期教育の中には、看護基礎教育での教育内容を基礎
に、職場での初心者時代のリスク教育ならびにモデルと
なる先輩の存在が加わる。
リスク感性の発達のコアとなるのは【事象に潜むリス
クを見出し、実践を通して試行錯誤を繰り返す】ことで
ある。この試行錯誤の繰り返しには、《印象に残る自他
の事故の体験からの学び》と、勉強会に参加するなどの
《リスクを見出す力を磨く行動》を通して事象に潜むリ
スクを見出し、見出したリスクを回避するために《看護
実践において常に試行錯誤する意識と行動の維持》が関
わる。そして、【事象に潜むリスクを見出し、実践を通
して試行錯誤を繰り返す】ことを支えているのは、試行
錯誤を繰り返す中で《リスクを防ぐ看護実践の効果を実
感》し、リスク感性に自信を得ることで《自らがモデル
となる立場での看護実践》ならびに《現場に必要なリス
ク感性を維持するための行動》をすることにより【リス
ク感性を発揮して看護実践をしつづける】ことと、リス
ク感性を共有し協力しあえることで、看護師自身が安心
して看護実践をできる【仲間に支えられているという実
感】である。
【事象に潜むリスクを見出し、実践を通して試行錯誤を
繰り返す】ことは、【リスク感性を発揮して看護実践を
しつづける】こと、ならびに【仲間に支えられていると
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と共に変化していることを把握していることにより抽出
された。

４ .３ .３　カテゴリ3　【リスク対策に完璧はないとい
う意識】
【リスク対策に完璧はないという意識】は、2つのサブ
カテゴリから構成されている。サブカテゴリには、《万
全なつもりでも万全ではないという意識》《患者の行動
は看護師の想像を超えるという自覚》が含まれる。
《万全なつもりでも万全ではないという意識》は、「自
分自身を結構疑うんですよ。『本当にそれでいいの？』
みたいな」のように自分自身のリスク対応に万全さはな
いと疑いをもつ姿勢や、「本人が思ったことをとめられ
るかっていうと、難しいなって、本音のところでは思っ
てます。究極は、とめられないんじゃないかって思う」、
「薬局から配薬されてくると、誤薬は少ない、それでも
たまにはある」のように患者の認識への働きかけの限界
や病院としてリスク対策に取り組んでいても完璧ではな
いという意識により抽出された。
《患者の行動は看護師の想像を超えるという自覚》は、
「どこをどうやったら、こうやってなるのかなとか。『ど
うして？』とか、不思議なことがいっぱい」、「頭の中、
無限。患者さんもそうですけど」のように、患者の行動
から想定外のこともおこり得ることを実感していること、
「『大丈夫』って患者さんが言っても、『大丈夫じゃない
と思う』って言って」のように患者の言動は病状により
刻々と変化すること、「何か（危険なことを）しようと思
えば、いっぱいできる。隠れるところもいっぱいあるし。
個室でとか」、「こういうところにこういう物を置いてほ
しくないとか、この人にはこれを使うとちょっとってい
うのもある」などのように、常にリスクにつながる可能
性があるものとして意識していることにより抽出された。

４．３．４　カテゴリ4　【自分で確認する習慣】
【自分で確認する習慣】は、2つのサブカテゴリから構
成されている。サブカテゴリには、《リスクを意識しつ
つ意図的に自分で確認する習慣》《患者と直接関わり、
その反応によるリスクの把握》が含まれる。
《リスクを意識しつつ意図的に自分で確認する習慣》は、
「あがってきたもの（報告）は自分でやっぱり確かめには
行きます」、「入院歴が長ければ、過去までさかのぼって
情報を見た上で、今の状態を評価して」、「精神的な問題、
ADL、データベースに沿ったり、他のスタッフからの
情報、自分がコミュニケーション取って得た情報」のよ
うに情報源、情報の視点、時間の経過など様々な観点か
ら自分で情報を収集する行動などにより抽出された。
《患者と直接関わり、その反応によるリスクの把握》は、
「『あ、落ちついてるな』とか、『あ、そわそわしてきたな』

いないのでは、モチベーションも違います」のように、
緊張感を持つ必要がある患者の状況、病棟の状況かの見
極めをしていること、「ちょっと危ないと思うときは、
1人じゃ行かない、2人とかで」のように危険を察知し
た時には無理をしないという意識、「自分だから大丈夫
だろうっていうのは、一番危険（中略）そこだけは、怠
らないよう」のように常に一定の緊張感を持ち臨む姿勢、
「先にやっていいことと、絶対確認してやらなきゃいけ
ないこと、自分の中で線引きがある」のように速さより
も安全などにより抽出された。
《事故発生時の迅速な対応》は、「もしものとき（窒息）
には、とにかく、人を呼ぶことと、ハイムリックをやっ
て」などにより抽出された。

４．３．２　カテゴリ2　【リスクを推察する力】
【リスクを推察する力】は、4つのサブカテゴリから構
成されている。サブカテゴリには、《違和感の尊重》《多
様な情報からリスクを推測することの習慣化》《患者の
言動の意味を読み取ろうとする姿勢》《精神保健医療福
祉を取り巻く動向とリスクとの関連性の把握》が含まれ
る。
《違和感の尊重》は、「来た瞬間から嫌なときとか、あ
ります。その人を見て、今日、何か嫌だなって」、「何か、
『あれっ、この人、話した感じ、ちょっと暴力的なとこ
ろがあるのかな』とか」のように、言葉では明確に表現
できない感覚を持っていることにより抽出された。
《多様な情報からリスクを推測することの習慣化》は、
「申し送りを聞いて、一般床で具合悪いから隔離が必要
かもってなったとき、ベッドコントロールを考えなきゃ
いけない。その人がどこまで頑張れるか、そこの部屋じ
ゃなくて、こっちの部屋に移ったら、落ちついていられ
るんじゃないかとか、いろんな考えがめぐって。何が一
番いいのかを常に考えます」のように、常に、患者の状
況、病棟の状況、時間の経過など多様な情報を組み立て
て予測を立てていることから抽出された。
《患者の言動の意味を読み取ろうとする姿勢》は、「問
題行動を起こす理由は必ずあると思うんです。なので、
話をして聞いてみたり」、「もうちょっと関わりを深くし
ていたら、不穏状態、とかなかったのかなとか後になっ
てから気づくことが、いっぱい」などにより抽出された。
《精神保健医療福祉を取り巻く動向とリスクとの関連性
の把握》は、「（急性期の病棟は、）遠方からの入院や、初
回入院は情報が少なく、対応が難しくなってきてる」、
「精神科疾患だけじゃない患者も入ってきてるので、そ
の辺がちょっと難しい」、「前はかなり、離院の問題があ
ったんです。でも、このごろは、離院も少なくなりまし
たね。長期入ってて、高齢になったせいもある」のよう
に、リスクの種類や質が、精神保健福祉を取り巻く状況
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なくても、共通して感じ取るリスクがあること、「そこ
まで言わなくてもいいところを言い過ぎたり、暴力も回
避できるところを突っ走ったりというところもある。そ
の辺の違い」など他のメンバーのリスク感性の肯定を見
極めることにより抽出された。

４．３．６　カテゴリ6　【意図的なリスク回避行動】
【意図的なリスク回避行動】は、4つのサブカテゴリか
ら構成されている。サブカテゴリには、《察知した危険
をスタッフに注意喚起》《リスク回避のために適切な他
職種の選定と連携》《事故防止と安楽との両立》《事故発
生時の迅速な対応》が含まれる。
《察知した危険をスタッフに注意喚起》は、「目つきが
『ちょっと、らんらんとしてるから少し気をつけた方が
いいよ』とか」、「こういうことがあったら、この人はこ
う思っているんじゃないか、こう考えてる可能性もある
とかっていうのをわざと（記録に）残す」のように感じ
取ったリスクをスタッフに表現し、注意を促す行動によ
り抽出された。
《リスク回避のために適切な他職種の選定と連携》は、
「（転倒のリスクに対して）筋力低下を防げるような作業
療法も入れてほしいとお願いしてやってます」のように、
リスクを回避するにあたり、医師、言語療法士、栄養士、
薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士、事務職員などの
中から適切な職種を選定し連携を取る行動により抽出さ
れた。
《事故防止と安楽との両立》は、「窒息を防ぐのは、大
事だけど、観察の仕方とか、立ち位置とかをもう少し配
慮」のように事故防止と同時に患者の安楽も成立させる

とか。カルテよりも本人を見た方が、状態がわかる。話
してみて、『あ、大丈夫だな』とか」記録や他者からの情
報だけでなく、直接患者と関わり、その反応からリスク
を判断する行動、「普通と、ちょっとしたしぐさがちょ
っとおかしいとか。顔とか表情がちょっとかたくなって
きたとか」のように日ごろの患者の様子を把握し、その
患者の平常と比較して状態を判断すること、「精神科の
場合は、急いで食べる、隠れて食べるというのが、一番
多い」、「痛みのスケールが通じないっていうか」のよう
に精神科の患者にみられる傾向をとらえていること、「患
者と話をして、身近で接するのが一番。いつも見てるっ
ていうような形で患者に伝えられたらいい」、「心を開い
て、自分の話をしてくれるような環境にもっていく」の
ように患者が見守られ、思いを表現することができる関
係性を築くことにより抽出された。

４．３．５　カテゴリ5　【事故防止できるマンパワーか
否かの査定】
【事故防止できるマンパワーか否かの査定】は、1つの
サブカテゴリから構成されている。サブカテゴリには、
《事故防止できるマンパワーか否かの査定》が含まれる。
《事故防止できるマンパワーか否かの査定》は、「（隔離
室入室時）多勢に無勢というか。人数が、男の人5人ぐ
らいに囲まれて、1人だったら、もうかなわないって思
って、入ってくれる。看護だけじゃなくて、事務の協力
も得たり」のようにリスクの高い場面には、人員を確保
するという意識、「（患者の状態をみて）『何かまずくな
い？』みたいなのは、挨拶ぐらいの勢いで言葉に出る」
のように、経験を積んだ看護者同士が、明確に言語化し
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教育を受けることが、リスク感性の基盤の形成につなが
るものといえる。
これらの初期教育に重ねて【事象に潜むリスクを見出
し、実践を通して試行錯誤を繰り返す】ことがリスク感
性をより発達させるためには必要であることが明らかと
なった。【事象に潜むリスクを見出し、実践を通して試
行錯誤を繰り返す】ことを維持するためには、常に【リ
スク感性を発揮して看護実践をしつづける】ことが必要
であり、そのためには、【仲間に支えられているという
実感】があればこそ、【事象に潜むリスクを見出し、実
践を通して試行錯誤を繰り返す】ことを可能としている。
そして、この繰り返しの体験を重ねる中で、自らの経験
を語る側へと変化していくことが推測される。
発達したリスク感性は、【リスクがある中にいるとい
う自覚】【リスクを推察する力】【リスク対策に完璧はな
いという意識】【自分で確認する習慣】【事故防止できる
マンパワーか否かの査定】【意図的なリスク回避行動】と
いう6つの要素により構成されていた。精神看護を実践
する場に身を置くことで、精神の健康問題を抱える対象
の特徴に沿った【リスクがある中にいるという自覚】を
持ち、発達過程の【事象に潜むリスクを見出し、実践を
通して試行錯誤を繰り返す】ことにより、【リスクを推
察する力】や【自分で確認する習慣】を身につけ、【事故
防止できるマンパワーか否かの査定】をしながら【意図
的なリスク回避行動】をとることができる実践力を身に
つけているものと考える。そして、どんなにリスク感性
が発達しても、【リスク対策に完璧はないという意識】
により常に緊張感や自己研鑽することが、より一層リス
ク感性を発達させることにつながると考える。

５．３　リスク感性の構成要素
５．３．１　違和感を察知する力と違和感の共有化
精神科においてリスクにつながる兆候は、客観的デー
タに現れることが少なく、経験知にもとづいて判断する
ことが求められる。加えて、状況性と個別性も非常に大
きい。そのため、先輩看護者の看護実践は『みて学ぶ』
対象となっており、精神看護初心者時代に、リスク感性
のモデルとなるような先輩看護者を身近に持つこともリ
スク感性を育むためには重要といえる。
精神科における3大医療事故は、自殺、転倒や誤嚥に
よる窒息といった不慮の事故、患者間傷害 20）である。
今回の研究対象者は、これらの事故の直接的体験がない
者が多いという特徴がみられた。結果の内容から、同僚
の事故体験や事故報告書などを通して、他者の体験した
事象も、他人事ではなく、その事象に潜むリスクを吟味
して学びとして取り込んでいく力に優れていると考えら
れる。また、日々、看護実践を通して振り返りをし、よ
り安全で質の高い看護を提供するために試行錯誤をし、

関わりや、「しつこくすると、暴力とかにもなったりす
るので。引き際だったり、人を変えたり、時間を変えた
り」、「（離院防止のため）出入り口が見えないルートを
通ったり、出入り口を気にしないような環境」、そして、
「普段の生活で水分飲んでるとき、むせこんでたら、患
者さんに言って、食事の形態を変えたり」のように事故
につながる身体機能の低下を見抜き、予防策を講じるこ
と、「急性期、食事も取れない、点滴にはしる前に工夫
をしないと」のように、看護ケアによりリスクを回避し
ようとすること、『（自傷行為の代替方法は）じゃあ何が
いいの』ってなったときに、一緒に見つけていこうよっ
て」のように患者と協力して事故を防止すること、「職
員は、窒息を防ごうと思って集まって、患者さんをよく
見る。患者さんの立場からしてみれば、見られてる中で
ご飯を食べるって、恥ずかしいだろうし、見られたなく
ないから、もしかしたら、急いで食べちゃう。それが窒
息につながってしまったり」のように、患者が急いで食
べることが問題ではなく、そのような行動を取らざるを
得ない原因を患者の立場に立って考えることにより抽出
された。

５．考察
５．１　対象者の特徴
対象者の男女比は、ほぼ等しかった。職位は、主任以
上が9名中5名と管理的な立場にある対象者が多かった。
管理者にはリスクの管理も求められることから役割を自
覚し、リスク感性を発達させていると思われる。看護基
礎教育機関は、進学課程が5名で、看護職としての力を
発揮するため、准看護師からキャリアアップを経験して
いる看護師が半数近くいた。全員が、看護師経験年数は
10年目以上、9名中7名が精神科での経験年数は10年以
上であり、豊かな実践経験を有している対象である。

５．２　リスク感性の発達過程
５．２．１　リスク感性の発達と循環
精神科看護師のリスク感性が発達するためには、「学
生のときに科学的根拠って言われて」のように科学的探
究心が看護基礎教育の中で育まれ、さらに、精神科病床
での実践にあたっての初期教育において、精神保健福祉
法にもとづく、強制的な入院措置や、隔離・拘束という
ような精神科医療が行なわれる環境的な特殊性と、精神
の健康問題を抱える対象の特徴に沿ってリスクをとらえ
ることができる力を修得することが重要である。さらに、
リスク感性の見本となるような先輩看護者が身近に存在
し、その先輩の姿を間近に見て学ぶこともリスク感性が
発達する基盤となっていると考える。精神科病院におい
ては『精神科における新卒新人看護職員の到達目標およ
び指導指針』19）などにより、安全な医療の確保に向けた
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の環境は却って患者にストレスを与え、結果として事故
につながりかねないことを自覚し《事故防止と安楽との
両立》を図るようなリスク感性を持つことが精神科にお
いては重要である。

５．３．３　精神科におけるリスク対策に完璧はないと
いう構え
リスク感性の高い精神科看護師は、「何か変」という
ような、感覚的な知覚を含め、多様な情報をもとに、複
雑で不透明な臨床の状況におけるリスクを患者の立場、
精神保健医療福祉を取り巻く動向のように多角的な視点
を持ち分析する力を持っている。「経験だけではリスク
は回避はできないので。知識を深めるために、精神科だ
けじゃなくて、いろんな勉強会、参加してます」のよう
に、《リスクを見出す力を磨く行動》により、リスクを
分析する力をより発達させている。そして、《リスクを
見出す力を磨く行動》という能動的な姿勢は、リスクマ
ネジメントではなく、リスクや事故、危険より安全を優
先するというセイフティマネジメント、つまり、【リスク
がある中にいるという自覚】にもつながっているものと
考える。この意識により、「先にやっちゃっていいことと、
ここは絶対確認してやらなきゃいけないことっていうの
を。自分の中で線引きがある」というように、看護実践
における方法や優先度などを決定し、リスクを回避して
いるというリスク感性を持つに至っていると思われる。
その一方で、精神科における医療事故は、患者の行動

が予測困難なことが、特徴的なリスク要因 29）である。《患
者の行動は看護師の想像を超えるという自覚》のように、
リスク感性を発達させ、様々なリスク対策を講じても、
患者の行動の背後にある精神の内面を読み取ることには、
限界性がある。「事故を100％防止するリスクマネジメ
ントはいかなる業界においても不可能である」30）と述べ
られているように【リスク対策に完璧はないという意
識】を持つことは重要であり、その意識が、リスク感性
を発達させつづけることにもつながるものと考える。

６．まとめ
リスク感性の高い看護師として、「ヒヤリ・ハット報
告件数が少なく、かつ、リスクを感じた経験のある看護
師」9名を対象に半構造的面接を実施し、質的記述的分
析を行なった結果、以下のことが明らかになった。
1．対象者全員が、看護師経験年数は10年目以上、9名
中7名が精神科での経験年数は10年以上であり、豊か
な実践経験を有しており、管理的な立場にある対象者が
多く9名のうち7名は、重大事故の直接的な体験はない
という特徴がみられた。
2．精神科看護師の『リスク感性の発達過程』は、10の
サブカテゴリから4のカテゴリが抽出され【精神看護に

「リスクを防ぐことができた」という手ごたえを感じて
いるという特徴がみられた。先行研究においても、失敗
を通して学ぶことや自己学習すること 21）、「経験から内
省化と教訓を概念化」すること 22）、経験に基づく行動 23）

がリスク感性の発達を促す要因といわれていることと一
致することからも、看護師自身の能動的なリスク感性に
関する実践と学びの姿勢とその実践による手応えにより
さらにリスク感性が発達していると考えられる。
一般化が困難な患者個別の「何か変」、微細な「何か変」
に気づくことは、《患者と直接関わり、その反応による
リスクの把握》をし、「普通と、ちょっとしたしぐさが
ちょっとおかしいとか」のように日ごろの患者の様子か
ら、患者個別の普通を把握し変化に気づくこと、また、
「患者さんとのつき合いの中で得たものを、情報として、
『こうするんじゃないか』とか、だから、『こうしてみよ
うか』とか」のように、《看護実践において常に試行錯誤
する意識と行動の維持》をすることによりリスク感性を
発達させることで可能となると考える。
「『何かまずくない？』みたいなのは、挨拶ぐらいの勢
いで言葉に出る」というように、「何か変」という感覚を
日常的に表出し合うことにより、精神看護の経験を積ん
だ看護者同士は、「何か変」という言語化困難な感覚を
共有することができるまでにリスク感性を発達させてい
ると考えられる。この共有感覚により《察知した危険を
スタッフに注意喚起》し合うことにもつながっていると
思われる。

５．３．２　問題行動という見方ではなく、患者の立場
に立った事象の見方
精神科においてリスク低減をはかるためには、知識や
技術の学習による専門職としての医療者側の見方と考え
方として、「自殺のリスク・アセスメントのためのチェッ
クリスト」24） 「日常臨床における自殺予防の手引き」25）

暴ｚ力のリスクアセスメント 26）27）などがある。これら
に加え、「問題行動を起こす理由は必ずあると思うんで
す。なので、話をして聞いてみたり」のように《患者の
言動の意味を読み取ろうとする姿勢》や、「心を開いて、
自分の話をしてくれるような環境にもっていく」のよう
に《患者と直接関わり、その反応によるリスクの把握》
により、問題行動という医学的な判断をするのみならず
「クライエント（対象）自身の照合する枠からだけ見よう
とするならば（中略）彼女が自己自身を経験し、または
知覚しているその姿の見本なのである」28）とロージァズ
が述べているように、本人の受け止め方を重視してみて
いくことが大切である。
また、「窒息を防ぐのは、大事だけど、観察の仕方とか、
立ち位置とかをもう少し配慮」のように、事故を防ごう
とする看護者の行動や事故防止のための精神科病床特有
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